
令 和 ６ 年
８月６日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
公
告

令
和
六
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
実
施
（
産
業
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
営
入
野
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
営
上
小
川
地
区
農
業
競
争
力
強
化
農
地
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
営
中
郷
地
区
農
業
競
争
力
強
化
農
地
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

契
約
の
締
結
（
水
産
振
興
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公

告

（
一
三
七
）
令
和
六
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
実
施

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
六
年
八
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

試
験
の
日
時

令
和
六
年
十
月
十
一
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二

試
験
の
場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁
共
用
第
二
会
議
室
及
び
共
用
第
四
会
議
室

三

受
験
資
格

年
齢
、
性
別
、
職
歴
、
学
歴
等
特
別
の
制
限
は
な
い
。

四

試
験
の
科
目

㈠

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令
（
環
境
保
全
等
関
係
法
令
を
含
む
。
）

㈡

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項

五

受
験
願
書
の
受
付
期
間

令
和
六
年
九
月
二
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
七
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、
九

月
二
十
七
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。
）

六

受
験
願
書
等
の
提
出
先

山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）
山
口
県
産
業
労
働
部
産
業
政
策
課

七

提
出
書
類

㈠

受
験
願
書

㈡

写
真
（
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身
像
の
も
の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年

齢
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

八

受
験
手
数
料

八
千
百
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証

紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

九

合
格
者
の
発
表
等

㈠

合
格
者
の
発
表
は
、
令
和
六
年
十
月
三
十
一
日
（
木
曜
日
）
と
し
、
合
否
を
受
験
者
に
文
書
で

通
知
す
る
。

㈡

受
験
者
は
、
試
験
の
得
点
を
知
り
た
い
場
合
に
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以
後
、
山
口
県
産
業
労

働
部
産
業
政
策
課
に
お
い
て
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
。

十

そ
の
他

㈠

受
験
願
書
等
の
請
求
は
、
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
産
業
労
働
部
産
業
政
策
課
に
す
る

こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
採
石
業
務
管
理
者
試
験
願
書

部
請
求
」
と

朱
書
し
、
次
の
表
に
掲
げ
る
受
験
願
書
等
の
請
求
部
数
に
応
じ
た
金
額
に
相
当
す
る
切
手
を
貼
っ

た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

受

験

願

書

等

の

請

求

部

数

金

額

一
部

百
二
十
円

二
部
以
上
三
部
以
下

百
四
十
円

四
部
以
上
六
部
以
下

二
百
十
円

一
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七
部
以
上
十
一
部
以
下

二
百
五
十
円

十
二
部
以
上
二
十
三
部
以
下

三
百
九
十
円

㈡

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
産
業
労
働
部
産
業
政
策
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三

三－
三
一
五
五
）
に
す
る
こ
と
。

（
一
三
八
）
県
営
入
野
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

入
野
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
六
年
八
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
入
野
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
六
年
八
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（
一
三
九
）
県
営
上
小
川
地
区
農
業
競
争
力
強
化
農
地
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

上
小
川
地
区
農
業
競
争
力
強
化
農
地
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
六
年
八
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
上
小
川
地
区
農
業
競
争
力
強
化
農
地
整
備
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
六
年
八
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（
一
四
〇
）
県
営
中
郷
地
区
農
業
競
争
力
強
化
農
地
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

中
郷
地
区
農
業
競
争
力
強
化
農
地
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
六
年
八
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
中
郷
地
区
農
業
競
争
力
強
化
農
地
整
備
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
六
年
八
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（
一
四
一
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
六
年
八
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

農
林
水
産
部
水
産
振
興
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

漁
業
取
締
船
せ
き
し
ょ
う
の
定
期
検
査
業
務
（
船
体
部
）

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
六
月
十
二
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

Ｍ
Ｈ
Ｉ
下
関
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社

下
関
市
彦
島
江
の
浦
町
六
丁
目
一
六
番
一
号

六

落
札
金
額
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三
千
七
百
九
十
五
万
円

七

入
札
公
告
日

令
和
六
年
四
月
二
十
三
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

購
入
等

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

農
林
水
産
部
水
産
振
興
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

漁
業
取
締
船
せ
き
し
ょ
う
の
定
期
検
査
業
務
（
機
関
部
）

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
六
月
十
二
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

富
永
物
産
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
三
丁
目
六
番
二
号

六

落
札
金
額

三
千
七
百
四
十
万
円

七

入
札
公
告
日

令
和
六
年
四
月
二
十
三
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

購
入
等

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

三
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令
和
六
年
八
月
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
八
月
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


